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第１章 鳥取県廃棄物処理計画の基本的事項

１ 計画策定の背景・趣旨

○背 景

私たちが20世紀に展開した大量生産、大量消費型の経済社会活動は、私たちの生

活をとても豊かなものにしてくれましたが、その一方で、大量廃棄型の社会を形成

し、健全な物質循環を阻害し不適正な廃棄物処理が環境への負荷を増大させるとい

う問題を招きました。

このため、21世紀においても持続発展が可能な「循環型社会」への転換を目指し

て、廃棄物の減量リサイクル等の取組を行って来たところであり、排出量の削減や

リサイクル率のアップ等、一定の成果は見られていますが、まだ十分とは言えない

状況にあります。加えて、近年、世界的な資源制約の顕在化や地球温暖化を始めと

する地球環境問題への対応も急務となっています。

私たちがこれらの問題を克服していくためには、様々な形での廃棄物の有効利用

など、社会における適正な物質循環を確保することにより、天然資源の消費を抑制

し、環境への負荷をできる限り低減する「循環型社会」への転換を更に進めて行く

必要があります。

○趣 旨

、 （ 「 」 。）本県では 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下 廃棄物処理法 という

に基づく法定計画として、昭和50年から四次にわたり「産業廃棄物処理計画」を策

定し、産業廃棄物の適正処理のための施策を推進してきました。

更に、第５次計画（平成13年７月 、第６次計画（平成19年３月）では、平成12）

年の廃棄物処理法の改正に基づき、一般廃棄物も含めた「鳥取県廃棄物処理計画」

を策定し、廃棄物の４Ｒ（リフューズ(Refuse)：断る、リデュース(Reduce)：減量

化、リユース(Reuse)：再使用、リサイクル(Recycle)：再生利用）及び適正処理に

関する施策を推進してきました。

その結果、一般廃棄物の排出量の削減等については平成22年度の目標達成が見込

まれるなど一定の成果がありましたが、最終処分量の削減や不法投棄を始めとする

不適正処理等については、一層の取組みが必要となっています。

また、廃棄物の適正な循環的利用を促進していくためには、リサイクル製品の開

発や需要拡大に取り組む企業等に対する支援によりリサイクル産業の振興を図ると

ともに、環境負荷の低減に資する処理体制の整備等について、関係機関と連携しな

がら幅広く取り組んでいくことも重要です。

更に、今日、地球温暖化対策の実施が喫緊の課題となっており、低炭素社会づく

りや新エネルギー創出の視点からも廃棄物系バイオマスの更なる利活用が求められ

ています。

こうしたことから、本県の資源循環や廃棄物処理の現状と課題を踏まえ、低炭素

社会や自然共生社会に向けた取組とも連携しつつ、持続可能な循環型社会の形成に

向けて新たな「鳥取県廃棄物処理計画」を策定することとしました。
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２ 本計画の位置付け

本計画は、廃棄物処理法第５条の２に基づき定められた「廃棄物の減量その他そ

の適正処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」に

即して定める計画であるとともに、次の位置付けを持って定めるものです（図1参

照 。）

（１）循環型社会形成推進基本法第10条に基づき、循環型社会の形成に関し地域の

自然的社会的条件に応じて実施する施策を定める計画

（２ 「第２次鳥取県環境基本計画」に定める目標「環境負荷低減の取組みが経済）

活動として循環する社会経済システムの実現」を実現するための具体的な施策

を定める計画（予定）

（３）県民、ＮＰＯ、排出事業者、処理業者、行政がそれぞれの役割分担の下で互

いに連携・協働しながら循環型社会の構築を目指す行動計画

図1 計画の位置付け

国

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法資源有効利用促進法

基本方針

環境基本条例（H8.10）

・自然と人間との共生
・環境への負荷の少ない持続可能な社

会の構築

環境基本計画 (H11.3制定、17.2改定)

とっとり環境イニシアティブプラン
(H23策定予定)

鳥取県廃棄物処理計画

鳥取県

一般廃棄物処理計画協調

循環型社会構築の

基本原則

資源の循環利用の促進

【実行計画】

リサイクル関連法令
・容器包装リサイクル法
・家電リサイクル法
・建設リサイクル法
・食品リサイクル法
・グリーン購入法
・家畜排泄物管理適正化
利用促進法
・自動車リサイクル法

市町村

廃棄物の適正処理

循環型社会形成
推進基本計画

鳥取県地球温暖化対策条例
鳥取県地球温暖化対策計画

（H23策定予定）

連携

第2次環境基本計画 (H23策定予定)
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３ 計画の期間

本計画の期間は平成23年度から平成26年度までとし、目標年は平成26年度としま

す。

なお、今後の社会経済情勢の変化や廃棄物処理に関する法制度の改正等の内容に

よっては、計画期間内であっても必要な見直しを行うものとします。

４ 計画の対象

本計画の対象とする廃棄物は、廃棄物処理法に定める一般廃棄物及び産業廃棄物

とします。

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿のほか、主に家庭から排

、 。出される家庭系ごみと オフィスや飲食店などから発生する事業系ごみがあります

なお、し尿については、別途策定中の「鳥取県生活排水処理施設整備構想」におい

て目標設定等を行うことから、本計画には盛り込まないこととします。

一方、産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定

められた20種類のものをいいます。

これら廃棄物の区分は図2に示すとおりです。

図2 廃棄物の区分

一般ごみ（可燃ごみ、不燃ごみなど）

家庭系ごみ

ご み 粗大ごみ

一般廃棄物 事業系ごみ

廃 し 尿

（注１）棄 特別管理一般廃棄物

物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた
産業廃棄物

（注２）
た２０種類

（注３）特別管理産業廃棄物

注１：一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる

おそれがあるもの

注２：①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、

⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪動物系固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鉱さい、⑯がれき類、⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、

⑲ばいじん、⑳以上１９種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

注３：産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる

おそれがあるもの
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第２章 廃棄物の現状と課題

１ 一般廃棄物の現状

（１）一般廃棄物（ごみ）の排出状況

○排出量の推移

本県のごみの排出量は、ごみ袋の有料化や４Ｒの推進等により、近年減少傾向

にあり、平成21年度の排出量は200千トンとなっています。

１人１日当たりの排出量も、同様に近年減少傾向にあり、平成21年度は913グ

ラムとなっています。この値は、全国平均の934グラムを下回っていますが、全

国では21番目に位置しており、上位の県とは約80グラムの開きがあります。

また、排出量の内訳は、家庭系が約65%、事業系が約35%を占めており、家庭系

は減少傾向ですが、事業系は横ばいで推移しています。

図3 一般廃棄物（ごみ）の排出量の推移

注：ごみの排出量 ＝ 計画収集量（市町村が収集した量）＋直接搬入量（処理施設に直接搬入された量）

表1 平成21年度の１人１日当たりごみ排出量の全国の状況

順 位 都道府県 １人１日当たりのごみの排出量

１ 山 形 県 ８２８ｇ

２ 沖 縄 県 ８３０ｇ

３ 熊 本 県 ８３６ｇ

２１ 鳥 取 県 ９１３ｇ

４５ 群 馬 県 １，０３１ｇ

４６ 大 阪 府 １，０４０ｇ

４７ 山 口 県 １，０５１ｇ

全 国 平 均 ９３４ｇ

注１：平成21年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（環境省）をもとに作成したもの

２：１人１日当たりのごみの排出量「計画収集量 ＋ 直接搬入量」を人口及び365日/年で

除した数値であり、集団回収量を含まない

0

50

100

150

200

250

800

900

1,000

1,100

1,200

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

68 61 63 67 68 64 70

167 166 161 162
141 133 130

1,036
1,005 998

1,025 938
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235 227 224 229

209
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ごみ排出量（事業系） ごみ排出量（家庭系）
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○ごみの組成等

ごみの種類別の排出状況（平成21年度）は、可燃ごみ70％、資源ごみ17％、不

燃ごみ３％、直接搬入ごみ９％となっています（図4 。）

最も排出量の多い可燃ごみについては、主に生ごみに由来すると思われる水分

が55％で可燃分よりも多く含まれており、可燃分は40％となっています（図5 。）

さらに、可燃分のごみ質では 「紙･布類」と「生ごみ」が合計で約70％を占、

めています（図6 （いずれも市町村によるサンプル調査の結果））。

図4 ごみの種類別排出状況 図5 可燃ごみの組成

図6 可燃分のごみ質

可燃ごみ

可燃分

灰分

５%

可燃分

40%
水分

55%

紙・布類

48.9%

生ごみ

23.4%

プラス

チック・

ゴム類

16.4%

木材類

8.3%

不燃物類

0.7%

その他

2.3%

H21年度
排出量
200千トン

不燃ごみ

3%

その他

1%
直接搬

入ごみ

9%

資源ごみ

17% 可燃ごみ

70%



6

（２）一般廃棄物（ごみ）の処理状況

平成21年度の一般廃棄物（ごみ）排出量は、199,878トンとなっており、集団

回収量を含めると208,577トンです。この処理状況は、図7のとおりであり、排出

量の200千トンのうち、焼却・破砕・選別等の中間処理を行ったものが186千トン

（89.4％）で、中間処理による減量（減量化量）が141千トン（67.5％）となっ

ています。また、資源化量は49千トン（23.3％）で、減量化と資源化により、最

終処分量は、19千トン（9.2％）と排出量の10％以下となっています。

図7 一般廃棄物（ごみ）の処理状況（平成21年度）

ごみ排出量 199,878 ｔ

混合ごみ 8 ｔ

可燃ごみ 140,560 ｔ

収集ごみ 不燃ごみ 5,980 ｔ

182,455t 資源ごみ 34,197 ｔ

粗大ごみ 1,571 ｔ

その他 139 ｔ

17,423 ｔ

8,699 ｔ

4 ｔ

注 （ ）内の％は、ごみ排出量＋集団回収＝208,577トンに対する割合

直接搬入ごみ

集団回収

自家処理

中間処理後 埋立
18,788 ｔ(9.0%)

中間処理
186,385 ｔ(89.4%)

最終処分（埋立）
19,113 t (9.2%)

資源化合計

48,643 ｔ(23.3%)

直接最終処分
325 t (0.2%)

直接資源化
13,137 t (6.3%)

中間処理後 資源化
26,807 ｔ(12.9%)

減量化量
140,790ｔ
（67.5%）
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○リサイクルの状況

、 、市町村における分別収集の取組拡大や 県民のリサイクル意識の向上等により

近年リサイクル率は上昇傾向にあります。特に、平成21年度においては、市町村

の生ごみ拠点回収や、事業所における紙ごみや生ごみのリサイクルが拡大したこ

と、また、溶融スラグのリサイクルが進んだことから大きく上昇し、23.3％でし

た。

全国平均の20.5％と比較して約３ポイント上回っており、全国では13番目に位

置しています。

図8 リサイクル率の推移

表2 平成21年度のリサイクル率の全国の状況

順 位 都道府県 リサイクル率

１ 三 重 県 ３０．１％

２ 山 口 県 ２８．４％

３ 岡 山 県 ２６．０％

１３ 鳥 取 県 ２３．３％

４５ 京 都 府 １２．９％

４５ 青 森 県 １２．９％

４７ 大 阪 府 １１．８％

全 国 平 均 ２０．５％

注１：平成21年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（環境省）をもとに作成したもの

２：リサイクル率は 「ごみ排出量＋集団回収量」に対する資源化量（集団回収を含む）の割合、
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14.5

15.7

17.5
18.4

19.7 19.3

23.3

16.8
17.6

19.0
19.6

20.3 20.3 20.5

鳥取県

全国

（%）
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○最終処分の状況

最終処分量は、ごみの減量リサイクルが進むことにより着実に減少しており、

平成21年度の実績では19千トンでした（図9 。）

一般廃棄物の最終処分場は、表3のとおり県内に３か所あり、残余容量や今後

の設置計画から現時点ではひっ迫している状況にはありませんが、最終処分場の

新設を行うことは容易ではなく、引き続き減量リサイクルにより最終処分量の削

減を進めて行く必要があります。

図9 最終処分量の推移

表3 一般廃棄物最終処分場の残余容量等

(単位：ｍ )
3

全 体 残 余設 置 者 所 在 地 施 設 名 埋立終了予定
容 量 容 量

鳥取県東部 鳥取県東部環境ク鳥取市伏野2220 520,000 288,349 平成39年度頃
広域行政管理組合 リーンセンター

鳥取中部ふるさと 北栄町国坂1607-10 クリーンランドほうき 56,000 24,964 平成28年度末
広域連合

環境プラント工業 米子市淀江町小波 環境プラント工業一般 489,657 191,299 平成34年度末
（株） 字林ノ奥441番地 廃棄物第２最終処分場

注１：残余容量は、平成21年度末時点

２：鳥取県東部環境クリーンセンターの埋立終了予定は、残余容量から中間・最終覆土量を引いたものを過

去５年間（平成17～21年度）の平均埋立量で除して算出したもの

３：その他の施設の埋立終了予定は、管理者等への聞き取りによるもの
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（３）一般廃棄物（ごみ）の処理費用

市町村のごみ処理に要する経費（処理及び維持管理費）は、図10のとおりであ

、 。り 平成21年度には県民１人当たり年間12,400円の処理コストがかかっています

ごみの排出量は年々減少していますが、分別収集区分の細分化に伴う収集運搬

経費の増加等により、処理コストは概ね横ばいで推移しています。

図10 一般廃棄物（ごみ）の処理経費の推移

（４）一般廃棄物に関する県民アンケート結果

一般廃棄物に関する県民の意識や取組について、県政参画電子アンケートを行

いました。

調査期間：平成22年６月28日～７月19日

調査対象：県政参画電子アンケート会員280名

回 答 者：210名（男性118名、女性92名、回答率75％）

○廃棄物処理やリサイクルに対する関心

「とても関心がある」又は「ある程

度関心がある」が合計92％であり、廃

棄物処理やリサイクルに対する県民の

関心は非常に高い結果となりました。

図11 廃棄物やリサイクルへの関心
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○減量リサイクルの取組

生ごみの水切りについては 「いつもしている」は約７割に過ぎず、水切り、

をしていない理由としては 「面倒だから 「知らなかった」が合計４割でし、 」

た。

紙ごみの資源化については、新聞紙等の資源化は定着していますが、約半数

の人がミックスペーパー（食品包装箱・紙切れ等の雑紙類）を資源回収に出し

ておらず 「分別が面倒だから 「保管場所がないから 「資源回収に出せるこ、 」 」

とを知らなかったから」といった理由が８割でした。

図12 生ごみの水切り 図13 水切りをしない理由

図14 紙ごみの資源化 図15 紙ごみを資源回収に出さない理由
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○知りたい情報

廃棄物やリサイクルに関して知りたい情報としては 「家庭でできる減量方、

法」を求める人が最も多く、次いで 「ごみ処理の流れ、処理量、費用 「ご、 」

みの分別方法」でした。

図16 廃棄物の処理やリサイクルに関し知りたい情報

○今後、力を入れるべき施策

今後、力を入れるべき施策としては 「廃棄物に関する情報提供の充実」が、

最も多く、次いで「学校等での環境教育の充実 「レジ袋の有料化、簡易包装」

の推進」でした。

図17 今後、力を入れるべき施策
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２ 産業廃棄物の現状

（１）産業廃棄物（農業を除く ）の排出状況。

本県における産業廃棄物（農業を除く ）の排出量の推移は図18のとおりであ。

り、平成19年度まで増加傾向で推移していましたが、平成21年度は、減量リサイ

クルの推進や景気の低迷等により減少に転じています。

図18 産業廃棄物（農業を除く ）の排出量の推移。

○業種別排出状況

業種別排出状況は図19及び図20のとおりであり、建設業、製造業の上位２業種

で排出量の約90％を占めています。

ほとんどの業種で、平成21年度には排出量が減少に転じている一方で、建設業

については民間の解体工事等の増加に伴い排出量が約７万トン増加しており、全

体の排出量に占める比率も約10％増加しています。

平成15年度 平成18年度 平成21年度

図19 業種別排出割合（農業以外）
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図20 業種別排出量の推移

○種類別排出状況

産業廃棄物の種類別排出状況は図21及び図22のとおりであり、がれき類、汚泥

及び木くずの上位３品目で排出量の約75％を占めています。

、 、平成21年度には 建設工事の増加に伴いがれき類の排出量が約６万トン増加し

その一方で製紙工場等から発生する汚泥が約６万トン減少しました。

平成15年度 平成18年度 平成21年度

図21 種類別排出割合

図22 種類別排出量の推移

注：汚泥については、脱水後の量を排出量として取り扱っている。
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（２）産業廃棄物（農業を除く ）の処理状況。

平成21年度の産業廃棄物（農業を除く ）の処理状況は図23のとおりであり、。

排出量576千トンのうち、焼却・脱水･破砕などの中間処理を行ったものが567千

トン（98.4％）で、中間処理による減量（減量化量）が114千トン（19.7％）と

なっています。また、再生利用量（リサイクル量）は435千トン（75.6％）で、

減量化と資源化により最終処分量は、27千トン（4.6％）と排出量の５％以下と

なっています。

処理状況の推移は図24及び図25のとおりであり、リサイクル率は上昇する一方

で、最終処分量は減少傾向で推移しています。

業種別に減量化・リサイクル率の推移を見ると、鉱業を始め多くの業種で同程

度又は増加傾向となっていますが、運輸業及び卸・小売業では若干低下していま

す（図26 。）

(単位：トン)

発 生 量 有 償 物 量 資 源 化 量
614,775 38,776 474,216
<100.0%> <6.3%> <77.1%>

再生利用量自 己 再 生 利 用 量
7,028 435,440
(1.2%) (75.6%)

中間処理量 残 さ 量
566,594 452,862
(98.4%) (78.6%) 中間処理後

排 出 量 最終処分量
575,999 減 量 化 量 24,450
<93.7%> 113,729 (4.2%)
(100.0%) <18.5%>

(19.7%)
最終処分量直 接 最 終 処 分 量

2,257 26,707
(0.4%) <4.3%>

そ の 他 量 (4.6%)
123

<0.0%>
(0.0%)

注１：< >は発生量に対する割合、( )は排出量に対する割合を示す。
注２：図中の数値については四捨五入しているため、総計と個々の数値の合計が

一致しないものがある。
注３： その他量」とは、主に事業所内で保管されている量を示す。「

図23 産業廃棄物の処理状況（平成21年度）
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図24 処理量の推移

図25 処理割合の推移（排出量に対する割合）

図26 業種別減量化・リサイクル率（減量化率＋リサイクル率）の推移
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○リサイクルの状況

リサイクル量全体に占める産業廃棄物の種類ごとの割合は図27のとおりであ

り、がれき類、木くず、汚泥が全体の約８割を占めています。平成15年度と平成

21年度を比較すると、上位３品目には大きな変化がありませんが、ばいじんにつ

いては固型化による路盤材等へのリサイクルが進んでいます。

また、用途別の再生利用状況は図28のとおりであり、骨材・路盤材等の建設資

材として利用される量が最も多く、次いでセメント原料、燃料等に利用されてい

ます。

平成15年度 平成21年度

図27 資源化割合の推移

図28 用途別の再生利用状況（平成21年度）
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○最終処分の状況

平成21年度の最終処分状況は、図29及び図30のとおりであり、業種別では、建

設業、製造業の最終処分量が多く、この２業種で全体の75％を占めています。

種類別では、がれき類、廃プラ類、ガラスくず等の順となっています。がれき

類は、多くが再生骨材等としてリサイクルされている一方で最終処分されている

量も多く、最終処分量全体の約３割を占めています。

図29 業種別最終処分量（平成21年度）

図30 種類別最終処分量（平成21年度）

○多量排出事業者の処理状況

平成21年度の多量排出事業者（産業廃棄物の発生量が年間１千トン以上の事業

者）の処理状況は、表4及び表5のとおりであり、県全体の排出量のうち66％を占

めています。

、 、多量排出事業者の最終処分が占める割合は 県全体の最終処分量の30％ですが

汚泥、繊維くず、鉱さい、がれき類については多量排出事業者の最終処分が占め

る割合が高く、多量排出事業者による減量リサイクルの取組が必要です。
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表4 多量排出事業者の処理状況（業種別）

区分 排出量 再生 最終
割合 利用量 割合 処分量 割合

業種 （トン） （％） （トン） （％） （トン） （％）

-鉱 業 3,740 87.2 3,740 87.2 0

建 設 業 232,663 67.7 220,432 68.8 5,783 41.7

製 造 業 129,621 72.3 62,867 69.7 1,541 24.9

電 気 ・ 水 道 業 12,508 45.4 2,991 32.9 694 72.3

情 報 通 信 業 1,556 47.6 1,513 95.5 0 0.0

公 務 1,292 89.7 1,292 93.9 0 0.0

381,380 66.2 292,836 67.3 8,019 30.0計

注：｢割合｣とは、当該業種全体の排出量に対する多量排出事業者の割合を示す。

表5 多量排出事業者の処理状況（種類別）

区分 排出量 再生 最終
割合 利用量 割合 処分量 割合

（トン） （％） （トン） （％） （トン） （％）種類

燃 え が ら 1,527 60.7 1,521 98.4 6 10.6

汚 泥 88,976 79.2 30,902 76.5 1,133 49.9

廃 油 222 4.9 75 7.7 3 1.9

廃 酸 1,204 37.8 0 0.0 12 10.5

廃 ア ル カ リ 12,441 82.4 4,602 99.2 0 0.3

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 3,637 14.0 2,563 13.5 664 14.4

紙 く ず 9,744 76.5 815 23.7 16 8.9

木 く ず 24,271 58.7 19,254 59.7 441 28.9

繊 維 く ず 83 31.8 23 15.5 20 38.7

動 植 物 性 残 さ 1,540 30.2 1,224 46.9 8 4.5

金 属 く ず 3,191 29.0 3,034 30.8 158 14.0

ガラス・陶磁器くず 4,436 29.1 3,826 44.1 606 18.4

鉱 さ い 10,000 95.3 9,201 100.0 799 62.0

が れ き 類 196,358 68.9 192,865 69.7 3,492 42.2

-ば い じ ん 21,256 100.0 21,256 100.0 0

そ の 他 2,494 24.4 1,675 37.8 659 18.6

計 381,380 66.2 292,836 67.3 8,019 30.0

注：｢割合｣とは、当該種類の全体の排出量に対する多量排出事業者の割合を示す。
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（３）特別管理産業廃棄物の排出、処理状況

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等を有する特別管理産業廃棄物の処

理状況は図31のとおりであり、排出量3,433トンのうち、再生利用量（リサイク

ル量）は238トン（７％ 、減量化量は2,786トン（81％ 、最終処分量が410トン） ）

（12％）となっています。

（単位：トン）

発 生 量 有 償 物 量 資 源 化 量
3,544 111 348
<100.0%> <3.1%> <9.8%>

再生利用量自 己 再 生 利 用 量
0 238

(0.0%) (6.9%)

中間処理量 残 さ 量
3,426 641
(99.8%) (18.7%) 中間処理後

排 出 量 最終処分量
3,433 減 量 化 量 403
< 96.9%> 2,786 (11.7%)
(100.0%) <78.6%>

(81.1%) 最終処分量
410直 接 最 終 処 分 量

7 <11.6%>
(0.3%) (11.9%)

注１：< >は発生量に対する割合、( )は排出量に対する割合を示す。

図31 特別管理産業廃棄物の処理状況（平成21年度）

○業種別、種類別状況

業種別の排出量は図32のとおりであり、平成21年度は医療・福祉が2,218トン

（65％ 、製造業が965トン（28％）と、この２業種で全体の93％程度を占めて）

います。

また、種類別の排出量は、図33のとおりであり、平成21年度は感染性廃棄物が

2,071トン（60％）となっています。

平成15年度と比較すると、平成21年度は特別管理産業廃棄物の排出量が約１千

トン増加していますが、これは、インフルエンザが流行したことにより、医療・

福祉から排出される感染性廃棄物が増加したことによるものと考えられます。感

染性廃棄物以外では、製造業から排出される揮発油類、廃アルカリ、特定有害汚

泥の排出量が多く、その合計量は横ばい状況にあります。
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平成15年度 平成21年度

図32 業種別排出量

平成15年度 平成21年度

図33 種類別排出量
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（４）農業からの産業廃棄物の排出、処理状況

平成21年度の農業からの産業廃棄物の排出量は523千トンとなっています。

種類別に見ると、動物のふん尿（家畜排せつ物）が522千トンとほぼ100％を占

めており、その他にビニールハウスなどの農業用廃プラスチック類や金属くず、

家畜の死体が合計196トンでした。

表6 農業からの産業廃棄物排出量（平成21年度）

単位：トン）（

合計 動物のふん尿 その他

522,522 522,326 196

農業からの排出量は動物のふん尿の排出量によって変動しますが、県内の家畜

飼養頭数は年度による増減はあるものの、おおむね同程度で推移しており、農業

からの産業廃棄物の排出量も横ばいで推移しています。

なお、平成21年度の家畜排せつ物利用状況調査では、動物のふん尿は、ほぼ全

量が堆肥化等により再使用・再生利用されており、農業から排出される産業廃棄

物のリサイクル率は約99％となっています。

図34 農業からの産業廃棄物の推移
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（５）産業廃棄物（農業を除く ）の広域移動の状況。

県内で発生した産業廃棄物（農業を除く ）の一部は、県外で中間処理、リサ。

イクル、最終処分されています。

平成21年度の最終処分の状況は図35及び図36のとおりであり、県内の最終処分

場で処分されたのは22％（5,806トン）に過ぎず、78％（20,901トン）は県外の

最終処分場で処分されています。特に、管理型産業廃棄物（埋立後に汚水が発生

する汚泥や燃えがら等）については、委託処理可能な管理型最終処分場が県内に

全くないため、岡山県や兵庫県等の県外の管理型最終処分場に処理を依存してい

ます。

県外最終処分量
1,851ｔ

直接最終処分量 県外最終処分量
2,464ｔ 県内最終処分量 合計 20,901ｔ

最終処分量 613ｔ
26,707ｔ

県外最終処分量
19,050ｔ

中間処理後最終 県内最終処分量
処分量24,243ｔ 県内最終処分量 合計 5,806 ｔ

5,193ｔ

図35 最終処分の状況（平成21年度）

県内・県外の別 処分される最終処分場の所在地

図36 最終処分の状況（平成21年度）
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（６）県内の産業廃棄物処理施設の状況

、 、平成21年度末の県内の産業廃棄物処理施設の状況は表7のとおりであり 脱水

破砕、焼却等の中間処理を行う施設は合計141施設であり、その内訳は、がれき

類、木くず、廃プラスチック類の破砕施設が最も多く104施設（74％）で、次い

（ ）、 （ ） 。で汚泥の脱水施設が20施設 14％ 焼却施設が14施設 10％ となっています

最終処分場については、埋立後に雨水等にさらされてもほとんど変化しない廃

プラスチック類、金属くず等を埋め立てる安定型最終処分場が７施設あり、合計

の残余容量は約13万ｍ です。平成21年度の安定型廃棄物の排出量が1.7万ｍ であ3 3

ることから残余年数は７年程度あると考えられ、現在のところ、ひっ迫した状況

にはありません。

埋立後に汚水が発生する汚泥や燃えがら等を埋め立てる管理型最終処分場につ

いては、県内に委託処理可能な管理型最終処分場がないため、産業振興の面から

も早期の処分場建設が必要となっています。

表7 産業廃棄物処理施設数（平成21年度末現在）

施設名 施設数 備考

汚泥の脱水施設 20

廃油の油水分離施設 1
中 間

破砕施設 104 がれき類、木くず、廃プラの破砕施設
処 理

焼却施設 14
施 設

シアン分解施設 2

小 計 141

3安定型最終処分場 7 残余容量：132,760ｍ
最 終

管理型最終処分場 0
処分場

小 計 7

合 計 150

注１：施設数は、廃棄物処理法第15条第１項の設置許可対象施設の数。

２：管理型最終処分場は、特定の産業廃棄物のみを処分する施設を除く。
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（７）産業廃棄物に関する事業者アンケート結果

廃棄物処理に関する事業者の意識について把握するため、中間処理業者及び多量排

出事業者を対象にアンケート調査を実施しました。

調査期間：平成22年６月10日～６月25日

調査対象：中間処理業者（県内）90、多量排出事業者（県内）56

回 答 者：103（中間処理業者61、多量排出事業者42､回答率71％）

○今後の産業廃棄物の排出量に関する意識

「増える」又は「変わらない」が合計56％であり、過半数の事業者が今後も産業

廃棄物の排出量は減らないという認識でした。

図37 今後の産業廃棄物の排出量の見込み

○産業廃棄物の最終処分に関する意識

現状では「困っている 「困っていない」が約半数でしたが、将来的には「困る」

ようになる」との回答が80％であり、産業廃棄物の最終処分について、将来的な不

安を抱えている事業者が多いことがわかりました。

図38 産業廃棄物の最終処分について
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○産業廃棄物処分場の必要性に関する意識

９割が県内に産業廃棄物処分場が必要と回答し、必要な理由としては「運搬料金

を安くしたい 「県外から拒否されそうだから 「事前協議が面倒」という理由でし」 」

た。

図39 県内の産業廃棄物処分場の必要性
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３ その他

（１）不法投棄の状況

不法投棄の発見件数及び撤去件数の推移は表8のとおりであり、近年、発見件

数が増加傾向にありましたが、平成21年度は減少し180件でした。

その一方で、ブラウン管テレビの投棄発見台数が増加しており、平成19年度に

は257台でしたが、平成21年度には388台の投棄が発見されました。これは、テレ

ビの地上波デジタル化の影響と考えられることから、今後も不法投棄の増加が懸

念されます。

表8 県内の不法投棄件数の推移

年 度 H18 H19 H20 H21

発 見 件 数 179 199 225 180

撤 去 件 数 192 185 230 200

延未処理件数 144 158 153 133

注：上記は、県で集計した数値である。

（２）廃棄物処理施設から発生するダイオキシン類の状況

ダイオキシン類の主要な発生源である廃棄物焼却施設については、大気汚染防止

法、ダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物処理法によって各種規制が行われて

います。

、県内の廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の量は表9のとおりであり

平成10年度には4.4g-TEQ/年でしたが、平成11年度にダイオキシン類対策特別措置

法が施行され規制が強化されたことから、平成21年度には0.5g-TEQ/年と大幅に削

減されました。

国では、平成22年度の廃棄物焼却施設からの排出量を平成15年度比で25％削減す

ることを目標としているところですが、本県においてはこの目標以上の削減となっ

ています。

表9 ダイオキシン類排出量（単位：g-TEQ／年）

年 度 H10 H16 H21

一般廃棄物焼却施設 2.0 0.3 0.3

産業廃棄物焼却施設 2.4 0.5 0.2

計 4.4 0.9 0.5

注１：排出量は、自主検査結果等を基に県で推計した数値。

注２：H16は、結果を四捨五入しているため、個々の排出量と計は一致しない。
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（３）アスベスト廃棄物の状況

石綿（アスベスト）を含有する産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する廃

（ ） 、 （ ）石綿等 飛散性 と 通常の産業廃棄物に該当する石綿含有産業廃棄物 非飛散性

に分類されます。

このうち、廃石綿等については、県内に処理できる施設がないことから、すべて

県外で処理されています。

県では 「鳥取県石綿健康被害防止条例」により、石綿含有建材が使用された建、

築物・工作物の解体工事に伴い排出される産業廃棄物の処分予定及び処理実績につ

いて報告等を義務付け、石綿を含有する産業廃棄物の適正処理の確保に努めていま

す。

表10 アスベスト廃棄物の排出量（平成21年度）

廃石綿等 石綿含有産業廃棄物

（飛散性) （非飛散性）

排出量（トン） 67 2,554

注１：排出量は、条例に基づく届出を基に県が集計したものである。

２：石綿含有産業廃棄物とは、セメントにアスベストを混入して成形したスレート板やサイディング、

ビニル床タイルなどが廃棄物になったもののこと。

（４）ＰＣＢ廃棄物の状況

本県のＰＣＢ廃棄物は、平成22年３月から、北九州市に設置された日本環境安全

事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の処理施設において処理が開始されていますが、処理

するまでは各事業者に適正保管が義務付けられています。

県内には平成21年度末時点で321施設の保管事業所があり、県では定期的な立入

検査によりＰＣＢ廃棄物の保管状況の確認を行い、紛失事故や漏洩事故がないよう

監視しています。

しかし、届出されていないＰＣＢ廃棄物の取り扱いを誤ったこと等によるＰＣＢ

漏洩事件が平成17から22年度までに３件発生しており、所有者による適正処分及び

適正保管の徹底が必要です。

表11 ＰＣＢ廃棄物保管状況（平成21年度末）

高圧トランス・ 蛍光灯安定器 廃感圧複写紙

コンデンサ

保 管 数 量 582台 15,690個 5,376kg

注：保管数量は、ＰＣＢ特別措置法に基づく届出を県で基に集計したもの。
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４ 目標の達成状況と本県の課題

第６次計画では、平成22年度を目標年度として、数値目標を定めており、平成

21年度実績をもとに達成状況の評価を行い、課題の分析を行いました。

（１）一般廃棄物の目標達成状況

①排出量

排出量は着実に減少しており 「１人１日当たりの排出量」及び「排出量」、

ともに、平成21年度実績で既に平成22年度目標を下回っており目標を達成する

見込みです。

②リサイクル率

リサイクル率は目標に向かって推移しており、生ごみ・紙ごみのリサイクル

が浸透して来ていることから、目標にかなり近づく見込みです。

③最終処分量

最終処分量も平成16年度と比べ約６割減少しているものの、目標達成は困難

な状況です。これは、最終処分量の約７割を占める焼却灰について、溶融スラ

グ化等のリサイクルが十分に進まなかったことによるものです。

表12 一般廃棄物に関する目標達成状況

平成16年度 平成21年度 第６次計画目標値

実績値 実績値 平成22年度
区 分

①1人1日当たりの排出量 1,005 グラム 913 グラム 920 グラム

（排出量） （227千トン） （200千トン） （203千トン）

②リサイクル率 15.7 ％ 23.3％ 25％

③最終処分量 31千トン 19千トン 12千トン

（２）一般廃棄物の課題

○市町村においては、ごみの有料化や容器包装リサイクル法に基づく分別収集は、

ほぼ計画どおりに進んでいます。このため、更なる「ごみ減量・リサイクル」を

進めて行くためには、地域の創意・工夫により廃棄物の性質に応じたより効果的

な仕組み等を検討する必要があります。

○家庭から排出される生ごみの再利用やミックスペーパーの分別等の取組は緒につ

いたところであり、これらを実践する団体を推進組織として支援するなど、実践

活動を全県的に拡大していく必要があります。

○県民アンケート結果では 「情報提供」や「環境教育」について施策の充実を求、

める声が多いことから、学校や事業所等に対して教育委員会、ＮＰＯや民間団体

等が連携した効果的な情報発信や環境教育が求められています。
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（３）産業廃棄物の目標達成状況

①排出量

目標値に比べ10万トン増加しており、目標達成は厳しい見込みです。主な増

加原因は、がれき類の増加です。

②リサイクル率

廃プラスチック類のＲＰＦ化や下水道汚泥のリサイクルが進み、平成21年度

実績で目標を3.6ポイント上回っており、目標を達成する見込みです。

③最終処分量

目標を７千トン上回っており、目標達成は厳しい見込みです。最終処分量の

半分は建設業から排出される産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類等）で

す。

表13 産業廃棄物に関する目標達成状況

平成16年度 平成21年度 第６次計画目標値

実績値 実績値 平成22年度
区 分

①排出量 472千トン 576千トン 472千トン

②リサイクル率 68.9 ％ 75.6 ％ 72 ％

③最終処分量 25千トン 27千トン 20千トン

（４）産業廃棄物の課題

○事業者へのアンケート調査の結果では、約半数が今後の産業廃棄物の排出量に

ついて増加又は現状維持の見込みとしています。このため、排出量の多い多量

排出事業者や建設業者を中心に、排出抑制等に向けたきめ細かな指導・助言を

行っていくことが必要です。併せて、新たなリサイクル技術やリサイクルシス

テムの確立を通じて産業廃棄物の減量リサイクルを推進していくことも重要で

す。

○産業廃棄物の適正処理を確保するためには、優良な排出事業者・処理業者を育

成するとともに、廃棄物処理施設等の監視・指導の徹底、不法投棄の監視体制

の強化が必要です。更に、管理型の産業廃棄物の最終処分を県外に依存してい

ることから、管理型産業廃棄物最終処分場を県内に確保する必要があります。

○地球温暖化対策として 「低炭素社会」の実現が求められているところである、

ことから、廃棄物処理においても、温室効果ガスの削減や廃棄物バイオマス等

の未利用エネルギーの活用を積極的に進めて行く必要があります。
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第３章 基本方針

本県は、山、海、湖など豊かな自然に囲まれており、さらに平成17年にラムサー

ル条約に登録された中海や、平成22年に世界ジオパークネットワークへの加盟が認

められた鳥取砂丘や浦富海岸などの山陰海岸といった世界的にも貴重な自然環境を

有しています。

、 、このかけがえのない故郷の自然環境を守り 次の世代に引き継いでいくためには

限りある資源を有効に活用し環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成へ向けた

取組を進めていくとともに、地球温暖化を始めとする地球環境問題への対応も急務

となっています。

このため、県民、ＮＰＯ、事業者、行政が主体的に取り組むとともに、お互いに

連携・協働して全国をリードする環境実践「とっとり環境イニシアティブ」を進め

、 、ることにより 廃棄物を貴重な資源として循環させるリサイクルシステムを構築し

低炭素社会・自然共生社会とも調和した全国のモデルとなる持続可能な社会「リサ

イクルフロンティアとっとり」の創造に向けて、次の四つの柱を基本とした取り組

みを行っていきます。

（Ⅰ）４Ｒ社会の実現
大量生産、大量消費、大量廃棄型の従来の社会のあり方やライフスタイルを見

直し、廃棄物のリフューズ・リデュースに努めるとともに、廃棄物とされたもの

についてはリユース・リサイクルを通じて資源としてできる限り利用するシステ

ムの構築を推進し、４つのＲが定着した循環型社会の形成を目指します。

（Ⅱ）リサイクル産業の振興

持続可能な循環型社会の形成を進めて行くためには、県民との協働による４Ｒ

社会の実現に向けた取組と併せて、リサイクル産業の振興を推進して行くことも

重要であることから、リサイクル技術の開発や事業化、リサイクル施設の整備に

対する支援等を行うとともに、本県のリサイクル産業の強み等を踏まえた方策を

構築し、リサイクル産業の振興への取組を強化します。

（Ⅲ）低炭素社会との調和

今日、地球温暖化対策の実施が喫緊の課題となっており、低炭素社会づくりや

新エネルギー創出の視点からも、廃棄物系バイオマスの更なる利活用が求められ

ていることから、廃棄物の排出抑制による温室効果ガスの発生抑制に加え、再生

利用が困難で焼却せざるを得ない廃棄物をエネルギーとして活用することによ

り 「循環型社会」と「低炭素社会」との調和を目指します。、

（Ⅳ）廃棄物の適正処理体制の確立

県内で、廃棄物の適正な処理を確保し循環的利用等を促進していくためには、

環境への負荷が低減される処理体制の整備と適正な処理の実施が必要であること

から、優良な処理業者等の育成や廃棄物処理施設等に対する監視指導を徹底する

とともに、周辺の生活環境の保全に配慮しながら適正処理に必要な廃棄物処理施

設の確保に努めます。
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図40 イメージ図

【一般廃棄物】

○ごみ減量・リサイクルの推進

○県民との協働とネットワークづくり

○環境教育・環境学習の推進
【産業廃棄物】

○事業者の自主的な取組の推進

○産業廃棄物のリサイクルの向上と最終

処分量低減の促進

「リサイクルフロンティアとっとり」の創造

○廃棄物の減量・リサイクルの推進
○最終処分量の削減
○廃棄物処理における温暖化対策の推進
○適正処理の確保

課 題

【実施体制】

廃棄物処理計画（H23～ 26）

次期計画廃棄物処理計画

本計画

○リサイクル産業への参入促進と既存企

業の成長支援

○リサイクル製品の利用促進

○地域の強みを活かした更なるリサイク
ル産業育成

○産業廃棄物の適正処理の推進

○不法投棄の撲滅

○災害廃棄物等の処理体制の確保

○廃棄物由来のエネルギー回収の推進

リサイクル産業の振興

廃棄物の適正処理体制の確立

４Ｒ社会の実現

低炭素社会との調和

連携・協働

県民・ＮＰＯ 事業者

県市町村
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第４章 目標

１ 一般廃棄物（ごみ）の目標

これまでの一般廃棄物の処理実績及び今後実施する施策の効果を勘案し、平成

26年度の目標を次のとおり設定します。

○排出量

関係団体等と連携して、各家庭における４Ｒの推進、特に生ごみ等の減量リサ

イクル（生ごみの水切り、堆肥化）の実践活動の普及を図ることにより、１人１

日当たりの排出量を毎年約10ｇ削減することにより、平成26年度に880ｇとする

ことを目標とします。

○リサイクル率

関係団体等と連携して各家庭におけるミックスペーパーのリサイクルの普及を

図るとともに、生ごみの拠点回収の拡大やリサイクルが困難な紙おむつやガラス

くずのリサイクルを進めることにより、リサイクル率を年に約１％向上させ、平

成26年度には全国トップレベルの30％とすることを目標とします。

○最終処分量

減量リサイクルの推進と相まって、最終処分量を削減し、これにより平成26年

度には１１千トンとすることを目標とします。

図41 一般廃棄物（ごみ）の目標

一般廃棄物（ごみ）の排出量とリサイクル率
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２ 産業廃棄物の目標

これまでの産業廃棄物の処理実績及び今後実施する施策の効果を勘案し、平成

26年度の目標を次のとおり設定します。

○排出量

今後、排出量の増加が想定されますが、多量排出事業者等に対して、きめ細か

な排出抑制の指導を徹底すること等により、平成26年度の排出量を平成21年度レ

ベルに抑制することを目標とします。

○リサイクル率

多量排出事業者等に対する指導や、リサイクル新技術・製品開発への支援等を

通じてリサイクル産業の振興を図り、平成26年度のリサイクル率を76％に引き上

げることを目標とします。

○最終処分率

減量リサイクルを進めることにより、平成26年度の最終処分量を23千トンに削

減することを目標とします。

図42 産業廃棄物の目標

産業廃棄物の排出量とリサイクル率
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第５章 循環型社会実現への取組

Ⅰ ４Ｒ社会の実現

持続可能な循環型社会の形成を進めていくためには、大量生産、大量消費、大量廃

棄型の従来の社会のあり方やライフスタイルを見直し、社会における適切な物質循環

を確保していくことが必要です。

このため、県民、事業者、行政の緊密な連携のもと、これらの課題や対応について

共通の認識を深め、廃棄物のリフューズ・リデュースに努めるとともに、廃棄物とさ

れたものについてはリユース・リサイクルを通じて資源としてできる限り利用するシ

ステムの構築を推進し、４つのＲが定着した循環型社会の形成を目指します。

★一般廃棄物（ごみ）に関する取組

一般廃棄物（ごみ）については、ＮＰＯ・事業者・行政など多様な主体が、日常生

活や事業活動において、環境に配慮した生活様式や事業活動へ転換する取組を進めて

いく必要があります。

このため、産学官が連携して、地域の特性や廃棄物の性質に応じてコスト面及び環

境面からより効果的なごみ減量・リサイクルの推進方策を検討するとともに、市町村

のモデル的な取組支援やリサイクルビジネスの創出を推進します。

また、県全体として循環型社会の実現に向けた気運の醸成を図るため、関係機関と

連携して環境学習の推進や情報発信に積極的に取り組むとともに、ごみ減量・リサイ

クル等の実践活動を普及する団体への支援やネットワークづくり等を通じて、県民参

画と協働を推進します。

１ ごみ減量・リサイクルの推進

（１）産学官が連携した推進方策の検討

○リサイクル業者、ＮＰＯ、試験研究機関、行政機関で構成する「ごみ減量リサ

イクル産学官連携会議」を設置し、リサイクルに取り組む企業と市町村とのマ

ッチングや課題解決を図るとともに、地域の特性や廃棄物の性質に応じたより

効果的なごみ減量・リサイクルの推進方策の検討を進めます。

（２）市町村等のモデル的な取組の推進

○排出量が多い紙ごみや生ごみ等の減量・リサイクルに向けた市町村のモデル的

な取組について支援を行うとともに、外部評価委員会（有識者で構成）による

評価・検証等を行い、他市町村へ普及促進を図ります。

○病院・給食センター、民間事業所において、生ごみやミックスペーパーのリサ

イクルを推進するとともに、排出者が生ごみ堆肥により生産された農作物やリ



35

サイクル製品を利用・購入するといったリサイクル・ループの構築を推進しま

す。

○国において小型家電からの有用金属のリサイクルについて検討されており、本

県においても、市町村、関係事業者等と回収システムの構築に向けた検討を行

い、できるところから取組を開始するとともに、その拡大に努めます。

○住民がいつでも資源を持ち込むことができる古紙や小型二次電池等の回収ス

テーション（回収箱）の設置など、ＮＰＯや地域等との協働で運営する資源回

収システムの構築を促進します。

（３）事業性のあるリサイクルビジネスモデルの創出の推進

○優れたリサイクル技術・製品などを有する県内のリサイクル関連企業等が、ご

みの減量化に大きな影響を与える廃棄物（紙おむつ、生ごみ等）や循環資源と

して価値の高い廃棄物（レアメタル等）といった、これまで市場性や収益性の

面からリサイクルビジネスとして成立が困難とされてきた分野において、事業

性を有した新たなリサイクルビジネスモデルを創出しようとする事業を支援し

ます。

（４）地域実情に応じた市町村の処理システムの推進

○一般廃棄物の処理については市町村の自治事務であるという原則を踏まえて、

地域の実情などに応じて市町村自らが一般廃棄物政策の方向性を決定していく

ことが基本であり、県としては市町村の責務が果たされるよう技術的な支援や

調整、国等への制度要望等を行います。

○環境意識の高まりにより、ごみ処理について費用負担の面から住民の理解と協

力が得られるような事業の仕組みが求められており、一般廃棄物会計基準の活

用等によるコスト分析や情報提供等を通じて、適正なごみ処理料金の設定や効

果的なごみ処理システム構築を推進します。

○市町村の焼却施設の多くが老朽化等により、基幹的設備改良や新設をしなけれ

ばならない時期にあることから、設備改修や新設を行う際には、国の財政支援

制度（循環型社会形成推進交付金）が十分活用され、廃棄物処理施設の延命化

や熱回収などエネルギー活用に向けた取り組みなどが促進されるよう必要な助

言等を行います。

２ 県民との協働とネットワークづくりの推進

（１）ＮＰＯ等との協働

○４Ｒ社会を実現していくためには、ごみの減量・リサイクルを進めようとする

住民、ＮＰＯ、事業者、行政など多様な主体が協働・連携してライフスタイル

の見直しや環境に配慮した事業活動への転換を進めていくことが大切であるこ

とから、こうした活動の基盤となる情報の共有化やネットワークづくりに積極

的に取り組みます。
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（２）ごみ減量リサイクル実践者の拡大

○鳥取県連合婦人会、鳥取県商工会女性部連合会、ＪＡ鳥取県中央会女性会など

県域レベルの民間団体と連携して、ごみの減量リサイクル効果の大きい生ごみ

の水切り・堆肥化、ミックスペーパーの分別徹底等について普及啓発を行いな

がら実践者の拡大を図ります。併せて、市町村と連携して地域住民への普及を

推進します。

（３）経済的インセンティブを活用した仕組みづくり

○資源ごみの持込量に応じてスーパーマーケット等で利用できるポイントを付与

するなど、回収段階において経済的インセンティブを活用した効果的な仕組み

づくりに取り組みます。

（４）マイバッグ運動の推進

○ノーレジ袋推進協議会と連携しマイバッグ運動を推進するとともに、商工団体

や主要な小売店に対してレジ袋の有料化の働きかけを行います。併せて、市町

村と連携して地域内の事業者、消費者等への意識啓発に努めます。

（５）グリーン購入の推進

○グリーン購入とっとりネットと連携し 県民・事業者等に対しグリーン購入 リ、 （

サイクル製品や環境配慮型製品の購入）について普及促進を図り、廃棄物の排

出抑制とリサイクルの推進に努めます。

３ 環境教育・環境学習等の推進

（１）環境教育・環境学習の推進

○ちびっこエコスタートによる環境意識の醸成

感受性が豊かな幼児期から環境学習を推進することにより、次世代を担う子ど

もたちへ環境に配慮したライフスタイルの定着を図るとともに、保護者や保育

士への環境意識の向上及び実践活動の促進を図ります。

○こどもエコクラブによる環境意識の醸成

市町村と連携して、こどもエコクラブ活動を全市町村に拡大し、次世代を担う

子どもたちが主体的に行う地域の清掃活動など環境活動を推進して、環境保全

への意識の醸成を図ります。

○学校における環境教育の推進

各小中学校において 「環境教育全体計画」の作成を推進し、学年に応じた環、

境学習のねらいを設定するとともに、関係機関やＮＰＯ等を活用して身近な自

然に親しむ活動や地域社会を調べる活動等、体験的・課題解決的な学習の充実

を図ります。

○鳥取県版環境管理システム「ＴＥＡＳ（テス 」の普及促進）
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、 「 （ ）」小中学校及び高等学校において 鳥取県版環境管理システム ＴＥＡＳ テス

の取得を促進し、児童生徒及び教職員が環境に配慮する学校活動に取り組み、

環境を大切にする意識の醸成を図ります。また、家庭等においても、インター

ネットや携帯電話で利用できる電子環境家計簿「我が家のエコ録」を普及促進

するなどして環境に対する意識啓発を図ります。

○とっとり環境ネットワークと連携した環境学習の推進

「 」環境分野に知見のある県内在住の方を とっとり環境教育・学習アドバイザー

として登録し、環境学習会等への派遣を通じて県民へ広く環境意識の向上を図

ります。また、とっとり環境ネットワークと連携して、環境実践リーダーのネ

ットワーク化等を図ります。

（２）ＨＰ、メルマガ等による情報発信

○県のホームページ（とりネット）等で、家庭でできる身近な減量リサイクルの

実践マニュアル（生ごみの水切り・堆肥化、ミックスペーパーの分別等）や廃

棄物の処理状況（排出量、処理の流れ、処理費用等）等のごみに関する充実し

た内容の情報発信を進めます。

○新たにメールマガジンを創設し、ごみ減量化などに取り組んでいるＮＰＯ等の

団体や先進的な取組を行っている事例等の収集・情報提供を進めます。
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★産業廃棄物に関する取組

産業廃棄物の４Ｒを推進するためには、排出事業者において、自らの事業計画の中

に積極的に廃棄物の処理等に関する取組を盛り込むとともに、発生抑制やリサイクル

に関する優れた技術の計画的な導入を図っていくことが重要です。

このため、鳥取県版環境管理システム「ＴＥＡＳ（テス 」の取得を推進するとと）

もに、排出事業者が策定する産業廃棄物処理計画に対して、実効性のある計画となる

よう指導・助言等を行い、再生利用率の向上や最終処分量の低減などの取り組みが着

実に実践できるよう支援します。併せて、講習会やメールマガジン等を通じて産業廃

棄物のごみ減量・リサイクルに関する情報発信を積極的に行うとともに、建設廃棄物

のリサイクルの徹底や産業廃棄物処分場税による排出削減に対する経済的な動機付け

等を通じて、最終処分量の削減を推進します。

１ 排出事業者の自主的な取組の推進

（１）事業所における４Ｒの推進

○鳥取県版環境管理システム「ＴＥＡＳ（テス 」を事業所に広くＰＲし、認証）

取得を推進することにより、排出事業者の環境意識の向上を図り、事業所にお

ける４Ｒを推進します。

（２）多量排出事業者に対する指導の徹底

○多量排出事業者は、毎年度、廃棄物処理法により産業廃棄物処理計画の策定と

報告が義務づけられていることから、実効性のある計画の策定や計画の着実な

実施についてきめ細かく指導・助言を行います。また、多量排出事業者から提

出された処理計画と実施状況報告書を県がホームページにより公表し、事業者

の自主的な取組を促進します。

（３）適正管理等に関する普及啓発

○排出事業者の自主的な廃棄物の発生抑制・リサイクルを推進するため、産業廃

棄物適正管理セミナーなどの講習会の開催や、メールマガジン等による情報発

信を積極的に行います。

○特に、建設業から排出される産業廃棄物は、全県の排出量の約６割を占め、最

終処分される産業廃棄物の約５割を占めていることから、重点的に建設技術

センターと連携しながらセミナーや研修会を開催し、建設廃棄物の減量・リサ

イクルを推進します。
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（４）模範となる排出事業者等の表彰

○廃棄物の減量・リサイクルに取り組む個人や事業所に対して、その功績をたた

え表彰し、優良企業を広く公表することで、県民及び事業者の廃棄物の減量・

リサイクルに対する意識の高揚を図ります。

２ 産業廃棄物のリサイクルの向上と最終処分量低減の促進

（１）建設廃棄物のリサイクルの徹底

○一定規模以上の解体工事については、建設リサイクル法に基づく届出及び特定

建設資材廃棄物（木くず、がれき類）のリサイクルが義務づけられていること

から、廃棄物処理法と建設リサイクル法の担当部局が連携し、解体工事等の監

視指導を行うことにより、特定建設資材廃棄物の排出段階からの適正分別、適

正リサイクルを推進します。

（２）産業廃棄物処分場税による最終処分量の削減

○排出事業者又は中間処理業者を納税義務者とする産業廃棄物処分場税の制度に

より、排出削減に対する経済的な動機付けを行い、産業廃棄物の最終処分を抑

制します。
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Ⅱ リサイクル産業の振興

持続可能な循環型社会の形成を進めていくためには、県民との協働による４Ｒ社会

の実現に向けた取組と併せて、廃棄物の再資源化やリサイクルビジネスに取り組む企

業を育成し、本県経済の活性化への貢献も目指して、リサイクル産業の振興を推進し

ていくことが重要です。

そこで、財団法人鳥取県産業振興機構、大学等の研究機関や公設試験研究機関と連

携し、リサイクル技術の開発や事業化、リサイクル施設の整備に対する支援等を行う

とともに、本県のリサイクル産業の強み等を踏まえた方策を構築し、リサイクル産業

の振興への取組を強化します。

１ リサイクル産業への参入促進と既存企業の成長支援

（１）リサイクル新技術・製品開発への支援

○リサイクル関連の新技術や新製品の開発を促進するためには、大学や試験研究

機関等が保有する技術シーズの活用が有効ですが、実用化の見極めが難しく多

額の経費が必要となることから、優れた研究成果等を製品化・事業化に発展さ

せるために県内の企業、大学等が取り組む研究開発に対して支援を行います。

（２）リサイクル施設整備への支援

○県内で排出される廃棄物を地域資源として活用するリサイクル産業の育成や廃

棄物の排出抑制を図るため、金融機関からの融資により廃棄物を利活用するた

めの施設・設備等のインフラを整備する企業に対して金利負担の軽減を図りま

す。

（３）リサイクル産業クラスターの形成支援

○企業、大学、試験研究機関等の取組をコーディネートし、技術・製品開発から

販路開拓までを連携して実施できるリサイクル産業クラスターを形成するた

め、財団法人鳥取県産業振興機構にリサイクル産業クラスターコーディネー

ターを設置することで、経営資源に乏しい中小企業等が取り組むリサイクルビ

ジネスの創出を支援します。

※リサイクル産業クラスター：

クラスターとは「ブドウの房」という意味。一つのテーマに対し、ブ

ドウの房のように産学官の様々なメンバーが参画した地域人的ネット

ワークを形成し、新たなリサイクル産業を創出。

（４）事業性のあるリサイクルビジネスモデルの創出支援

○優れたリサイクル技術・製品などを有する県内のリサイクル関連企業等が、ご

みの減量化に大きな影響を与える廃棄物（紙おむつ、生ごみ等）や循環資源と

して価値の高い廃棄物（レアメタル等）といった、これまで市場性や収益性の

面からリサイクルビジネスとして成立が困難とされてきた分野において、事業
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性を有した新たなリサイクルビジネスモデルを創出しようとする事業を支援

し、リサイクルビジネスへの新規参入と県内リサイクル関連企業の取組拡大を

図ります。

（５）公設試験研究機関による先進的なリサイクル技術等の確立

有害な重金属の含有等により処理が困難な廃棄物のリサイクルを推進すると

ともに、その技術をリサイクル産業の創出や地場産業の育成に活用するため、

先進的なリサイクル技術等の確立を図ります。

○環境に配慮したガラスリサイクル技術及び高機能リサイクル製品の開発

テレビの地上デジタル放送化によりブラウン管テレビから薄型テレビに需要が

変化していることに伴い、廃ブラウン管テレビの重金属を含む廃ガラスのリサ

イクルが全国的にも大きな課題となっていることから、重金属を分離する技術

を開発するとともに、分離された重金属類を資源として再生利用し、無害化さ

れたガラス等を再生製品化する技術を確立します。

○溶融飛灰からの金属回収とリサイクル技術の確立

最終処分量を削減するため、一般廃棄物の溶融施設から発生する溶融飛灰のリ

サイクルを進め、溶融飛灰に含まれる金属類（亜鉛、鉛等）の分離・無害化、

金属類が分離された飛灰を建築資材等へリサイクルする技術を確立します。

○小型家電からのレアメタル回収と環境リスク評価

小型電気電子製品等に含まれるレアメタル等のリサイクルを促進するため、メ

タル分離・濃縮技術の開発を行います。

２ リサイクル製品の利用促進

（１）鳥取県グリーン商品認定制度と利用促進

○循環資源（廃棄物、間伐材等）の有効利用を促進するため、平成15年より鳥取

県グリーン商品認定制度を実施しており、県内で発生した循環資源を利用し、

製造・加工された地球に優しい商品を、鳥取県認定グリーン商品として認定す

るとともに、県ホームページでの紹介や県の優先調達等により利用促進を図る

ことで、これらの商品群の販路開拓を支援します。

（２）リサイクル製品の販売促進

○リサイクル製品はその販路の確保が大きな課題のひとつであることから、グ

リーン商品認定企業等を対象に、県外展示会等に出展する際の経費及びその後

のフォローアップ経費を助成することで、県外への販路開拓を支援します。

（３）産学金官の連携による環境ビジネスのマッチングと交流促進

○リサイクル産業を含め、環境ビジネスに参入を希望する企業には、技術開発、

人材・資金確保、販路開拓、廃棄物等の各種法規制への対応等、様々な不安が

あることから、産学金官（産業界・学術機関・金融機関・行政）の関係者が相

集い、情報交換や商談を行うビジネス交流会を開催することにより、円滑に環

境ビジネスに新規参入できる土壌を育成するとともに、リサイクル関連企業の
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商談等の活発な交流を促進します。

３ 地域の強みを活かした更なるリサイクル産業の育成に向けて

（１）リサイクルポートに指定された境港の活用

○境港は、平成23年１月に全国２２港目のリサイクルポート（総合静脈物流拠点

港）に指定されました。今後、リサイクル物流発展のため、平成23年３月に設

置した「境港リサイクルポート推進協議会」により、境港のリサイクル物流を

円滑に進めるための効率的な港湾利用の調整や周辺環境への配慮などの調整を

行うとともに、更なる利用促進等に向けた情報発信等に、産・学・官が一体と

なって取り組んで行きます。

○また、循環資源のニーズ等を勘案し、陸置期間や野積み高さなどの境港におけ

る循環資源の取り扱いの規制を緩和するとともに、リサイクル貨物の荷崩れ防

止・原木等の貨物との区分けを行う擁壁などの積替保管施設等の港湾施設整備

を行っていきます。

（２）地域ぐるみのモデル的取組によるリサイクルビジネスの育成

○リサイクル産業は廃棄物の効率的な回収方法や統一的な規制等が未確立のこと

も多く、その対応全てを中小企業が担うことは負担が大きいものの、市町村や

住民との連携等により負担を分担して事業性が成り立つ可能性があるため、ご

み減量リサイクル推進に向けた産学官連携会議を開催し、リサイクルに取り組

む企業と市町村とのマッチングや課題解決を図るとともに、市町村が企業等と

連携して地域を挙げて取り組むごみ減量リサイクル推進のためのモデル事業へ

の支援等を通じて、地域におけるリサイクルビジネスの確立と成長を支援しま

す。

（３）リサイクルビジネス推進アクションプランの推進

○本県は環日本海定期貨客船航路や鳥取自動車道など新たな交通インフラの整備

が進み、また、循環資源の広域物流拠点港となるリサイクルポートに境港が山

陰で初めて指定されるなど、今後のリサイクル産業の振興に向けて活用すべき

地域の優位性構築につながる強みが増しつつあります。

○これらを踏まえ、本県のリサイクルビジネス振興に向けたリサイクルビジネス

推進アクションプランを策定し、環境先進県として本県の取り組むべきリサイ

クルビジネスの重点分野や取組方針について地域企業との連携を図りながらそ

の具現化に向けた必要な支援策と展開を検討します。
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Ⅲ 低炭素社会との調和

今日、地球温暖化対策の実施が喫緊の課題となっており、低炭素社会づくりや新エ

ネルギーの視点からも、廃棄物系バイオマスの更なる利活用が求められています。

このため、廃棄物の排出抑制による温室効果ガスの発生抑制や市町村等の焼却施設

のエネルギー・熱回収を推進するとともに、紙おむつや下水道汚泥など再生利用が困

難で焼却せざるを得ない廃棄物をエネルギーとして活用することにより 「循環型社、

会」と「低炭素社会」との調和を目指します。

１ 温室効果ガスの発生抑制

（１）廃棄物の排出抑制による温室効果ガスの発生抑制

○４Ｒを推進することにより、廃棄物の発生をできる限り削減し、焼却施設から

発生する温室効果ガスの発生を抑制します。

（２）収集運搬に低炭素自動車を導入による温室効果ガスの発生抑制

○廃棄物運搬車について、国の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」を活

用した低公害車及び次世代抵公害車等の整備について活用を推進します。

２ 廃棄物由来のエネルギー・熱回収の推進

（１）市町村焼却施設のエネルギー・熱回収の推進

○ごみ焼却施設における発電効率または熱回収率を高め、そこから回収されるエ

ネルギーの有用性について、ごみ焼却施設の建設、更新を計画している市町村

等に対し情報提供を積極的に行い、廃棄物由来のエネルギー活用に向けた取り

組みを促進します。

（２）民間焼却施設のエネルギー・熱回収の推進

○平成22年度の廃棄物処理法の改正により熱回収施設設置者の認定制度が創設さ

れたことから、熱回収施設設置者認定制度の円滑な運用を図っていきます。

（３）中小企業者による廃棄物系バイオマスの利用促進

○中小企業者が、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造等の

新エネルギー設備の導入を行う場合に助成を行い、廃棄物系バイオマスの利用

を促進します。

○中小企業等が温室効果ガスを削減する設備等の導入を行い、温室効果ガスの削

減量を大企業が買い取る「国内クレジット制度」を活用した廃棄物系バイオマ

スによる新エネルギーの利用が進むよう、制度の周知や国の支援制度の紹介を

行い普及啓発を図ります。
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（４）紙おむつの資源化の推進

○ごみの減量化に大きな影響を与える紙おむつについて、伯耆町がペレット燃料

化による再資源化を計画していることから、この取り組みをモデル事業として

積極的に支援するとともに、県内市町村へ普及を図ります。

（５）下水道汚泥の資源化の推進

○焼却し埋立処分している下水道汚泥について、天神浄化センターが嫌気性消化

、 、し これにより発生するバイオガスのエネルギー利用を計画していることから

この取り組みを積極的に推進します。

○県内の民間業者が、下水道汚泥の炭化・燃料化を計画していることから、計画

の進捗に併せ、市町村に情報提供を行い、下水道汚泥の燃料化を推進します。

（６）木質バイオマス等の利用推進

○木くずなど廃棄物系バイオマスの利活用をさらに進めるために、先進的な取組

事例や技術情報などの提供を通じて、廃棄物系バイオマスの利活用の促進に努

めます。

（７）バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の推進

○障がい福祉サービス事業所等が製造しているバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

について、公用車やごみ収集車等の燃料として有効活用するなど、再生可能な

廃棄物系バイオマスとして推進します。

○ＢＤＦの回収・販売について、ホームページ等で情報提供を行い、利用促進を

図ります。
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Ⅳ 廃棄物の適正処理体制の確立

循環型社会の形成を進めていくためには、環境への負荷が低減される処理体制の整

備と適正な処理の実施が必要であることから、優良な処理業者等の育成や排出事業者

責任の遵守を推進するとともに、廃棄物処理施設等に対する監視指導を徹底し、不適

正な処理事案にあっては関係者に対し厳格な是正指導を行います。併せて、周辺の生

活環境の保全に配慮しながら適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保に努めます。

また、不法投棄などの不適正処理を防止するため、市町村、事業者、隣接県等、多

様な主体と連携した監視体制を構築するほか、大量の災害廃棄物が発生した場合に備

えて、市町村や関係業界と連携した処理体制等の整備を進めます。

１ 産業廃棄物の適正処理の推進

（１）優良な処理業者の育成

○産業廃棄物の適正処理を推進していくためには、排出事業者が委託先の処理業

者を処理料金の安さだけで安易に選定するのではなく、信頼に値するかどうか

を見極めて選定することが重要です。このため、国の優良産業廃棄物処理業者

認定制度の普及啓発を図るなど、排出事業者が安心して優良な選択ができるよ

うに排出事業者（特に多量排出事業者）に対して情報提供等を行います。

○社団法人鳥取県産業廃棄物協会が開催する研修会等に県から講師を派遣し、廃

棄物の適正処理や法改正等の説明を行い、処理業者の優良化を進めます。

○県のホームページやメールマガジン等により、廃棄物の適正処理や法改正等に

ついて積極的に情報発信し、適正処理の推進を図ります。

（２）マニフェスト制度による適正処理の推進

○産業廃棄物の処理を委託する際に使用が義務付けられている産業廃棄物管理票

（マニフェスト）について、排出事業者による委託した産業廃棄物の処理状況

の確認や処理業者により適正に処理したことの伝達が確実に行われるなど、マ

ニフェスト制度の適切な運用を図ります。

○産業廃棄物の処理状況を即時に把握・確認でき、マニフェストの偽造を防止で

きる電子マニフェストの普及を図るため、排出事業者や処理業者等へ普及啓発

に積極的に取り組みます。

（３）監視指導の徹底

○廃棄物処理施設監視要領に基づき、廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設の立入

検査を計画的に実施し処理状況を確認するとともに、環境への負荷が最小限に

抑えられるよう指導します。

○立入検査等の結果、廃棄物の不適正な処理や委託が認められたときは、速やか

に法令に基づき厳正な指導監督を行い、不適正処理の撲滅を図ります。
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（４）特別管理産業廃棄物の適正処理の推進

○適正処理の確保

・特別管理産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあ

る廃棄物であることから、排出事業者に対しては特別管理産業廃棄物管理責任

者の講習会において啓発を行うとともに、処理業者に対しては立入検査により

適正処理が確保されるよう厳正な指導監督を行います。

○ＰＣＢ廃棄物

・平成27年３月までに、日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）北九州ＰＣＢ

廃棄物処理施設で全量処理されるよう保管事業者に周知・指導を行うととも

に、保管場所へ年１回以上、立入検査を実施し保管状況の確認及び必要に応じ

た指導を行います。

・中小企業者に対してはＰＣＢ廃棄物処理基金（国と都道府県が協調して積み立

てている基金）により処分費の一部を支援するとともに、平成23年度及び24年

度が国の「中小企業者保管ＰＣＢ廃棄物の早期処理に向けた重点取組期間」と

されていることから、中小企業者に対して早期処分を働きかけます。

・微量ＰＣＢ廃棄物は、国が認定する無害化処理施設等で処理することとなるた

め、認定や処理体制の整備状況を把握し、保管事業者に対し適正処理（保管・

処分）を指導します。

○アスベスト廃棄物

・石綿健康被害防止条例に基づく処理予定量届出及び処理状況報告書により、ア

スベスト廃棄物（廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物）の処理状況を把握し、適

正処理を指導します。

○感染性廃棄物

・医療機関及び産業廃棄物処理業者に対して、血液等が付着した注射針など感染

性廃棄物が適正に処理されるよう 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理、

マニュアル（平成21年５月環境省 」に基づき、感染性産業廃棄物の処理状況）

の確認や適正処理の指導を行います。

・新型インフルエンザについて、流行時においても感染性廃棄物の処理が停滞せ

ず安定的な処理が行われるよう、廃棄物処理業者に対し 「廃棄物処理におけ、

る新型インフルエンザ対策ガイドライン（平成21年３月環境省 」に基づき、）

従業員の感染防止等を定めた事業継続計画の策定を指導します。

・また、新型インフルエンザ等の流行により、一時的に大量の廃棄物が発生する

おそれがあることから、県が別に定める「鳥取県新型インフルエンザ対応マニ

ュアル」に従い、市町村等との広域的な連携体制を確保します。

（５）住民への情報公開の促進

○廃棄物処理法及び廃棄物処理施設設置手続条例では、廃棄物処理施設の維持管

理等の情報の公表が義務付けられていることから、これらの法令に基づく廃棄
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物処理施設の情報公開が徹底されるよう廃棄物処理施設設置者を指導します。

○焼却施設及び最終処分場については、廃棄物処理法の改正により平成23年４月

から、ホームページ等による維持管理情報の公開が義務付けられたことから、

当該制度に基づく情報公開の徹底を指導します。

（６）適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保

○廃棄物処理施設設置手続条例の適切な運用により、設置者と関係住民との間の

紛争を予防し、紛争が生じたときは県が紛争解決のための調整を行い、周辺の

生活環境の保全に配慮しながら、適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保に努

めます。

（７）公共関与による管理型産業廃棄物最終処分場の確保

○管理型の産業廃棄物最終処分場は、県の産業振興及び県民生活の福祉向上等に

とって必要な施設でありますが、現在は県内にないことから、県内の排出事業

者は県外で処分せざるを得ない状況にあります。

このことは、景気低迷が長期化する中で企業経営を圧迫する要因にもなってお

り、また、県外の処分場が他の都道府県からの廃棄物の搬入を排除する方向に

あることから、将来にわたって県外での処理に依存し続けることはリスクが高

いと考えられます。

こうした状況を踏まえ、現在、県・市町村・民間企業の共同出資により設置さ

れた「財団法人鳥取県環境管理事業センター」において、最終処分場の確保に

向けた検討が行われており、県としても積極的に関与しながら、市町村や関係

事業者等と協力し最終処分場の確保を推進していきます。

注 「財団法人鳥取県環境管理事業センター」は、産業廃棄物処理施設の確保等を行うことに）

より、産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって産業の発展と地域住民の健康で快適な生

活環境の保全に寄与することを目的として平成６年に設立された財団。

２ 不法投棄の撲滅

（１）関係機関と連携を強化した不法投棄防止対策

○県、警察、国、市町村で構成する「産業廃棄物不法投棄事案処理対策連絡協議

会」において、不法投棄に係る情報交換や個別事案に係る対策を協議する等、

関係機関が連携して不法投棄防止対策を実施します。

○各総合事務所に配置した「廃棄物適正処理推進指導員」と市町村の担当職員等

と連携した不法投棄等監視活動を強化し、不法投棄及び野外焼却等の未然防止

と早期発見に努めます。

○警察との連携を強化し、県が行う立入検査や検問等の活動と連動して環境犯罪

を検挙する体制を整備し、不法投棄等不適正処理の防止に努めます。

○産業廃棄物は、県域を越えて移動・処理されることから、島根県、兵庫県等の

隣接県と連携を強化し、産業廃棄物収集運搬車両の合同検問等を積極的に行い

ます。

（２）多様な主体による監視体制の強化
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○鳥取県ハイヤータクシー協会、社団法人鳥取県トラック協会、郵便事業株式会

社鳥取支店、社団法人鳥取県警備業協会と不法投棄の情報提供に関する覚書を

締結しており、これらの団体と協力・連携するとともに、関係団体の拡大を図

り監視体制を強化します。

○不法投棄多発場所に、高感度の監視カメラを設置するほか、市町村と連携して

無人警報装置・警告看板を設置するなど不法投棄の未然防止に努めます。

○一般県民の方からは 「不法投棄110番」を通じて、不法投棄、野外焼却等の、

不適正処理に関する情報提供を受けつけるなど、関係機関と連携して不適正処

理の撲滅に努めます。

（３）普及啓発の推進

○鳥取県環境美化の促進に関する条例に基づき、県民、事業者、行政機関等が一

丸となって環境美化の推進に努めます。

○不法投棄や野外焼却防止のため、広報紙・ホームページ等による積極的な広報

を行うとともに、協力団体の車両や公用車に啓発マグネットシートを貼付し、

県民・事業者のモラル向上を図ります。

３ 災害廃棄物等の適正な処理体制の確保

（１）災害廃棄物の処理体制の確保

○災害廃棄物は市町村が主体となって処理することとなるため 「災害廃棄物処、

理計画」が策定されていない市町村に対して必要な情報提供や助言等を行い策

定を働きかけます。

○平成23年３月11日に発生した東日本大震災のように大規模な震災等が発生した

場合には、がれき等の災害廃棄物が広域かつ大量に発生するため、被災市町村

による処理能力を大きく超えることが想定されます。このため、現在、社団法

人鳥取県産業廃棄物協会、鳥取県環境整備事業協同組合、鳥取県清掃事業協同

組合、鳥取県解体工事業協同組合と災害廃棄物の処理に関する協定を締結し、

広域的な支援体制を構築しているところですが、災害廃棄物の仮置場の確保や

県内の廃棄物処理施設等の状況等について情報の共有化を図るなど、県、市町

村、関係業界等で適応力のある協力体制の更なる充実に努めます。なお、鳥取

県地域防災計画の中で、県、市町村等の役割についても整理していくこととし

ます。

○併せて、このような大規模災害の場合、県域を越えた広域的な処理も必要とな

、 （ 、 ）ってくることから 近県における処理体制 廃棄物処理施設 資機材の状況等

についても相互に情報共有するとともに、迅速な復旧を進めるため、がれき処

理に国の直轄事業を導入するなど、既存の制度や役割分担を越えた弾力的な運

用や特例措置を実施するよう、全国知事会等を通じて国に要望します。

（２）海岸漂着ごみの処理体制の確保

○「海岸漂着物処理推進法（平成21年法律第82号 」が制定され、海岸管理者等）

は海岸漂着物の処理のため必要な措置を講じなければならないと定められまし
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た。このため、法に基づく地域計画を策定し、海岸管理者を中心に市町村、住

民・ＮＰＯ等の多様な主体が連携した海岸漂着ごみの未然防止や処理体制を構

築します。

○漂着ごみは、県内で投棄されたごみが河川等を経由して海岸に漂着するものも

あるため、県民一人ひとりが当事者意識を持って取組みを行うよう 「海辺の、

漂着物調査」や、図書館巡回パネル展での展示等により、住民の漂着ごみに関

する意識の醸成を図ります。

○ハングル、中国語表記のある廃ポリ容器や医療廃棄物等が大量に漂着すること

もあるため、対岸諸国に対して要請をおこなうよう国に要望するとともに、県

としても機会をとらえ対岸諸国等に呼びかけを行い、共通認識を持って発生抑

制等に取り組みます。
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第６章 計画の推進

１ 計画の推進体制

本計画を着実に推進するためには、各主体がそれぞれの役割を認識し、主体的に取

り組むとともに、相互に連携・協力し合いながら取組を進めて行く必要があります。

この計画では、各主体に望まれる基本的な役割を次のとおり考えています。

（１）県民の役割

県民は、日常生活において、自ら廃棄物を排出し環境へ負荷を与えていることを

認識し、４つのＲを基調とした以下のようなライフスタイルを実践していただくこ

とが必要と考えています。

★具体的な取組★

○生ごみの水切り・堆肥化の推進、紙ごみ（特にミックスペーパー）等の分

別排出

○地域における資源回収や市町村の分別収集への協力

○使い捨て商品の購入自粛、リサイクル商品等の優先的な購入（グリーン購

入）

○マイバッグの使用促進、レジ袋や過剰包装の辞退

○繰り返し使える製品（容器）の積極的選択

○フリーマーケットの活用

○環境教育、環境学習や環境美化活動等への参加・協力

○不法投棄（ポイ捨て）防止、不適正処理防止の実践 等

（２）ＮＰＯ・団体の役割

ＮＰＯ・団体は、自らごみ減量リサイクルの取組を実施するとともに、情報発信

や啓発等により県民や他の団体へ取組を普及拡大したり、行政や事業者に新たな取

組の提言を行うことにより、各主体間の隙間を埋めるための以下のような連携・協

働のつなぎ役としての役割が期待されます。

★具体的な取組★

○行政や事業者への提言や行政とは異なった視点からの４Ｒ活動の推進

○ごみの減量・リサイクルの実践

○講演会などによる積極的な情報発信と啓発

○資源の集団回収やフリーマーケットなどの実施 等
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（３）排出事業者の役割

事業者は、生産工程や流通過程において発生した廃棄物については、自らの責任

において、環境への負荷が最小限となるよう可能な限り発生を抑えるとともに再使

用や再生利用により、廃棄物の適正な循環利用を行う必要があります。

また、再生利用が可能な製品の製造・販売に努めるとともに、県及び市町村等が

実施する施策への積極的な協力や参画が期待されます。

★具体的な取組★

○ＴＥＡＳ等の環境マネイジメントシステムの導入

○グリーン購入・調達の推進、廃棄物の減量リサイクル等、環境に配慮した

事業活動の推進

○リサイクルに配慮した製品の製造

○環境負荷の少ない商品の積極的な販売

○過剰包装、レジ袋等の使い捨て資材の抑制

○実効性ある廃棄物処理計画の策定と減量化の推進（多量排出事業者）

○優良廃棄物処理業者への委託等適正な処理とマニフェスト制度の遵守

○環境美化活動や資源回収等地域活動への積極的参画 等

（４）廃棄物処理業者の役割

廃棄物処理業者は、産業廃棄物や事業系一般廃棄物の処理においては排出事業者

の事業者責任を補完する役割を、また、一般廃棄物の処理においては市町村の処理

を補完する役割を果たしており、環境への負荷が最小限となるよう廃棄物の適正処

理を行わなければなりません。

さらに、これらの役割に加え、今後は、再資源化技術等の導入により、廃棄物の

適正な循環利用を進め、リサイクル産業の担い手となることが期待されます。

★具体的な取組★

○環境への負荷が極力抑えられるようリサイクル等による廃棄物の適正処理

の推進

○リサイクル技術の向上とリサイクル産業への転換

○排出事業者に対する適正な廃棄物の処理方法等についての助言

○環境美化活動や資源回収等地域活動への積極的参画 等

（５）市町村・広域行政管理組合等の役割

市町村は、一般廃棄物の処理主体として、一般廃棄物処理計画を策定し、地域住

民の協力のもと、４つのＲを推進していくことが必要であり、このため、地域にお

ける循環型社会の構築に向けて、住民、事業者の自発的な活動の促進を図るととも

に、効率的な処理システムの整備を行っていくことが期待されます。
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また、広域行政管理組合等においても、４つのＲを推進していく中で、関係市町

村と連携を図り、ごみ減量・リサイクル推進を念頭においたごみ処理施設の整備・

運営等を行うことが期待されます。

★具体的な取組★

○住民や事業者に対する普及啓発とごみ処理に関する積極的な情報提供

○地域の実情に応じた安全で安心なごみ処理施設の整備と運営管理

○グリーン購入・調達の推進等（自らの率先行動と事業者や住民に対する奨

励）

○自らの業務（庁舎管理、公共事業等）で発生した廃棄物の減量・リサイク

ルの推進

○住民・事業者等との連携・協働によるリサイクルシステムの構築

○学校や地域における環境教育・環境学習の推進

○散乱ごみや不法投棄の防止対策の実施

○災害廃棄物の広域的な処理体制構築に努めるとともに、円滑な処理体制の

整備 等

（６）県の役割

県は、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理状況等を把握し、４つのＲを推進する

ため、県民・ＮＰＯ、事業者、行政等多様な主体が協働・連携して取り組めるよ

う情報の共有化、ネットワークづくりを進めるとともに、取組に対して積極的に

支援や情報提供を行います。

★具体的な取組★

○市町村・事業者・実践団体への幅広い支援

○市町村のごみ処理システム構築等への技術的助言と、県民や事業者等に

対する普及啓発・積極的な情報提供

○グリーン購入・調達の推進等（自らの率先行動と県民・事業者等に対す

る奨励）とグリーン製品の利用促進

○自らの業務（庁舎管理、公共事業等）で発生した廃棄物の減量・リサイ

クルの推進

○広域的な環境教育・環境学習の推進

○リサイクル技術・製品開発支援、先進的なリサイクル技術の確立等リサ

イクル産業の振興

○優良廃棄物処理事業者の育成、監視指導の徹底等による産業廃棄物の適

正処理推進

○廃棄物の適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保

○鳥取県環境美化の促進に関する条例の推進と不法投棄等不適正処理に対
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する監視・指導

○災害廃棄物の広域的な処理体制構築に努めるとともに、円滑な処理体制

の整備 等

２ 計画の進行管理

本計画の進行管理は、図43のＰＤＣＡサイクルに従い、毎年度、施策の実施状況の

点検、目標の達成状況の確認を行うことにより、施策の実施主体が進捗状況を評価し

て施策の見直しを行いながら、平成26度の目標達成を目指します。

この各年度の進捗状況については 「とりネット 「鳥取県環境白書」等で広く県、 」、

民に公表するとともに、鳥取県環境審議会に報告し、同審議会の意見を踏まえて、必

要な施策の見直しを行うこととします。

図43 ＰＤＣＡサイクル

Plan
（計画策定）

Check
（達成状況の確認）

Do
（施策の実施）

Action
（施策の見直し）

鳥取県廃棄物審議会

報告 提言

とりネット、環境白書

公表


